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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月6日(2013.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
有効量のインスリンまたはそのアナログ、可溶化剤としてのクエン酸、亜鉛キレート剤、
および界面活性剤を含む処方物であって、該処方物は、経口で、口腔内にまたは舌下に投
与されることを特徴とする、処方物。
【請求項２】
前記キレート剤は、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）である、請求項１に記載の処方
物。
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